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１．論文内容の要旨 

本論文は、計画的行動理論（TPB）を扱うと同時に、自動的過程に習慣や感情、衝動性を

組み込んだ２過程モデルが交通違反行動の研究に利用可能であるとして、理論的展開を図

っている。その際に、最新も研究動向である熟慮的行為理論を修正した Prototype 

willingness model（PWM）に基づいて論じている。 

序章から第４章は、各種交通統計や背景理論に関する既往研究の文献展望を行い、「スピ

ード違反を頻繁にする人と、制限速度を守って運転しようとする人の違いを生む心理的要

因は何か」を明らかにするための理論枠組みを明らかにしている。計画的行動理論は、行動

を十分に予測可能とするため、一般的態度ではなく、「行動をすることに対する態度」を用

い、時間や場所などの対象行動の文脈性（ATCT 要素）を明確に定義する等の工夫で行動を

予測した。しかし、研究が進められるにつれて、行動意図形成にいたるまでの熟慮的側面し

か扱えない計画的行動理論の限界を乗り越える必要があり、熟慮的過程（reflective process）

に加えて、自動的過程（automatic process）の観点が取り入れられてきた。 

第５章から第９章までは、著者による実証研究が記述されている。第５章「計画的行動理

論に基づく制限速度遵守意図の規定因」では、制限速度をきちんと守ろうとする「制限速度

遵守意図」に大きな影響を与えたのは潜在変数の「規範」であった。次いで、「スピードへ

の不安」と「年齢」であった。第６章「習慣理論から見た高齢歩行者の乱横断行動」では、

環境手がかりで無自覚のうちに行動を発現させる習慣の概念を用いて高齢歩行者の乱横断

習慣が環境的手がかりによって自動的に活性化し、危険を考慮せずに横断歩道外を渡りは

じめるという図式が得られた。第７章から第９章は、ドライバーの速度超過違反行動に焦点



を当てている。第７章「速度超過習慣尺度の構成」では、習慣強度の測定方法である SRHI

（Self－report habit index）を、速度超過運転習慣（habit of speeding）用に変更した尺度

の信頼性と妥当性が検証された。第８章「計画的行動理論と習慣理論に基づくドライバーの

制限速度遵守意図の規定因モデル」では、この速度超過運転習慣尺度を用いて、行動意図

（制限速度順守意図）の規定因モデルの構築がなされた。第９章「速度超過運転行動の心理

的規定因の統合モデル」では、「制限速度超過運転行動（自己報告行動）」を最終的な従属変

数として、「制限速度超過意図」「制限速度遵守意図」および「制限速度超過運転習慣（自動

性）」、計画的行動理論関連変数や衝動性を独立変数に設定した統合モデルが説明された。 

第 10章「総合討議」では、速度超過意図や速度超過行動が感情や衝動で動かされる自動

的過程の影響をうけ、計画的行動理論の変数である自己効力感も衝動性を背景としている

ため、自動的過程と熟慮的過程の両者に影響を受けることが結果に基づいて主張された。 

 

２．論文審査結果の要旨 

本論文は、交通心理分野で活用されてきた計画的行動理論（TPB）を扱いつつ、自動的過

程の一つである習慣理論を組み込むことで、違反行動、特にドライバーの速度超過行動や歩

行者の乱横断行動の理論的展開を図っている。とくに、制限速度超過行動に関して、速度遵

守の場合には熟慮的過程の影響が強く、速度違反の場合には主に感情や衝動による自動的

過程の影響を受けるとした８章から 10章までの議論は、本研究の優れた成果で有る。さら

に、歩行者の乱横断行動の研究では、習慣行動の側面が強く、歩行者は環境的手がかりによ

って乱横断の行動が自動的に活性化し、危険を考慮せずに横断歩道外を渡り始めることを

推定した。 

個々の研究では、大量の質問紙調査データを用いて、尺度化の試みを実施しており、速度

超過習慣の尺度化も本論文の成果である。具体的には、「速度制限調査意図尺度」、「自動化

尺度」、「記述的規範尺度」などの信頼性と妥当性を検証している。今後、多くの研究に活用

されるためには、尺度の命名や国内外での公表を急ぎ、知的財産として活用して欲しい。ま

た、質問紙調査での主観的回答に基づく尺度と実際の行動指標との関連について検証する

ことを期待する。 

本論文は、安全対策面での意義も高い。ドライバーの速度超過行動や歩行者の乱横断行動

の自動化過程（習慣行動）の側面に焦点を当てて、そうした行動を誘発する環境的手がかり

の除去等の対策を提案した。さらに、教育による速度遵守行動意図の形成が速度超過の抑制

に繋がっているとして、熟慮的過程の側面から介入研究への示唆を得ている。 

上記のように、残されたいくつかの課題はあるものの、主査も含む３名の審査委員の共通

認識は、博士学位論文の卓越した独創性、着眼点そしてデータの解析力、詳細で深い考察が

高い評価に値するというものであった。 

以上により、学位請求論文審査委員会は本論文が博士（心理学）の授与に値するものと認

めた。 


